
（別記）

介護保険請求時の福祉用具貸与における商品コード等の
介護給付費明細書の記載について

　介護給付費明細書へ記載するコードについては、テクノエイド協会が付しているＴＡＩＳ
コード又はＪＡＮコードを有している商品についてはいずれかのコードを記載することとす
ること。
　また、両方のコードを有している商品については、どちらのコードを記載しても差し支え
ないこと。

１　（財）テクノエイド協会が構築している福祉用具情報システムに登録をしている商品に
　について
　(1)　既にテクノエイド協会で付している番号の内、企業コード（５桁）及び商品コード
　　（６桁）を左詰で記載すること。その際に企業コードと商品コードの間は「－」でつな
　　ぐこととすること。
　(2)　２以上コードを有している商品については、どの種別で保険請求しているかという観
　　点からコードを記載すること。
２　ＪＡＮコードを取得している商品については、ＪＡＮコードを左詰で記載
３　いずれのコードも有していない商品については、次のとおりローマ字で記載
　(1)　メーカー名と商品名を英字（ヘボン式で大文字）で記載し、その間は「－」でつなぐ
　　こととすること。
　　　なお、最初の１０桁はメーカー名、残りの９桁については商品名とすること。
　(2)　メーカー名の記載については、株式会社等の各企業で共通するような名称を除き、次
　　頁に定める変換方法により英字（ヘボン式で大文字）で記載
　（例）アメリカベッドメディカルサービス株式会社　→　AMERIKABET
            株式会社松本製作所 　　　　　　　　       　 →　MATSUMOTOS
　(3)　商品名の記載については、型番を有している商品については型番を記載し、型番がな
　　い商品については、商品名を別紙に定める変換方法により英字（ヘボン式で大文字）で
　　記載（ヘボン式については次表を参照のこと。）
　（例）自走式車いす    ＡＡ－１２                →　AA－12
          　　　　　　　　アルミ製標準車          →　ARUMISEIH

（参考）    ＪＡＮコードとは、「国コード」、「商品メーカーコード」、「商品アイテムコ
　　　　ード」、「チェックデジット」からなる商品識別コードであること。このコードは、
　　　　店舗等で商品に印刷されているバーコードの一つであること。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険支払関連通知書の見方について  
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介護給付費等支払決定額通知書 

 

平成 19 年 5 月 審査分として下記金額を支払決定し 

右記銀行に送金しますので通知致します。 

 

 
介護保険銀行            

 
本店                

 
平成１９年６月３０日 

○○県国民健康保険団体連合会 

 
 
 
 

振込金額内訳  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 

介護給付費支払額                      1,000,000 

 

主治医意見書作成料                              0 

消費税                                    0 

 

認定調査委託料                                0 

消費税                                    0 

 

合計                              1,000,000 

〒123-4567 

    

   ○○県○○市１丁目１番１号 

 

○○県国保連事業所 

                      様 

金  額  1,000,000 

事業所番号  9970000000 

介護報酬、主治医意見書料の支払のある事業所の住所が表示
されます。表示されている住所・事業所名が間違っている場合
は、国保連合会まで連絡してください。 

事業所番号と月末に振込まれる金額、振込み銀
行名が表示されます。 

上記振込み金額の内訳が表示されます。 
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国保連合会→事業所           介護給付費等支払決定額内訳書          平成１９年６月２０日 
事 業 所 番 号 事 業 所 名 平成１９年５月 審査分                                                   １ 頁 

99700 0000 0  ○○県国保連介護事業所 ○○県国民健康保険団体連合会 

                                                                     

審  査  決  定 
保険者番号
（公費負担者
番号） 

サービス 
提供年月 

サービス 
種類名 件 数 

 
 

日数 
（回数） 
日 
（回） 

単 位 数 
 

単 位 

金  額 
 

   円 
 

保険者（公費負担者） 
負担金額 
 

（特定入所者介護費等） 

備 考 

 

 

  
    

  

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

         

         

介護サービス費      

審査決定 
特定入所者介護費等    

  

  

 

介護サービス費       

過誤調整 
特定入所者介護費等    

 

   

介護サービス費       

支払決定 
特定入所者介護費等    

 

   

 

※１．下段は特定入所者介護サービス費等です。 
※２．特定入所者介護サービス費等の件数、日数は再掲です。 
※３．単位数、金額、保険者（公費負担者）負担金額（特定入所者介護費等）の各欄は介護保険給付と公費給付の合算です（生保単独を除く）。 
※４．過誤調整の内訳については、介護給付費過誤決定通知書、介護給付費再審査決定通知書に記載しています。 

「過誤調整欄」 
介護給付費過誤決定通知書及び介護給付費再審査決定
通知書の集計値が表示されます。 

「審査決定欄」 
行の合計が表示されます。 

「件数」「日数」「単位数」「金額」 
審査決定された件数、日数、単位数、金額が保険者、サービス提
供年月、サービス種類ごとに表示されます。 

「保険者（公費負担者）負担金額（特定入所者介護費等）」 
保険者、公費負担者から支払われる金額と、特定入所者介
護費の補足給付分が表示されます。 
単位数×９０％の金額と一致しないものは、公費の支払額が
含まれています。生活保護単独の場合は、負担者番号毎に
表示されます。 

「支払決定欄」 
審査決定から過誤調整を差し引いた数値が表示されます。 
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介護給付費過誤決定通知書（平成１９年５月取扱分） 

過誤申立については、下記のとおり決定しましたので通知します。 

事 業 所 番 号 事 業 所 名                                                               平成１９年６月２０日 

9970000000  ○○県国保連介護事業所              １ 頁 

                                                                                                              ○○県国民健康保険団体連合会 

証記載保険者番号 

保険者名 

被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス 

提供年月 

サービス 

種類名 
過誤申立事由 

単位数 

（特定入所者介護サービス費） 

保険者負担額 

（公費負担者） 
備  考 

  

  
  

 
   

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

 

 件数 単位数※１ （費用額） 保険者負担額 

介護給付費    
 

合計 
特定入所者介護費等    ※特定入所者介護サービス等の場合は金額が印字される。 

「過誤申立事由」 
過誤となった明細書様式と、
その理由を表示します。 

「単位数」（特定入所者介護サービス費） 
過誤となった単位数と特定入所者介護サー
ビス費を表示します。 

「保険者負担額」（公費負担額） 
単位数×給付率 
保険者負担額、公費負担額の支払報酬か
ら過誤となる金額が表示されます。 

「合計欄」 
上の表の合計が表示さ
れます。 
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介護給付費再審査決定通知書（平成１９年５月取扱分） 

再審査委員会において再度審議して結果、下記のとおり決定しましたので通知します。 

事 業 所 番 号 事 業 所 名                                                               平成１９年６月２０日 

9970000000  ○○県国保連介護事業所              １ 頁 

                                                                                                              ○○県国民健康保険団体連合会 

当初請求単数 証記載保険者番号 

保険者名 

被保険者番号 

被保険者氏名 

サービス 

提供年月 

サービス 

種類名 

再審査 

申立事由 

再審査 

結果コード 原審単数 
申立単数 決定単数 調整単数 保険者負担額 備考 

   

  
  

 
 

 
     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

   

  

    

 

     

 

再 審 査 申 立 （ 請 求 ） 再 審 査 決 定 調    整 
 

件 数 単 数 保険者負担額 件 数 単 数 保険者負担額 件 数 単 数 保険者負担額 

介護給付費          
合 計 

高額介護サービス費          

再審査結果コード 

01:原審通り  02:増（全部増） 
03:減（全部減）04:増（一部増） 
05:減（一部減） 

「再審査申立事由」 
再審査申立事由が表
示されます。 

「再審査結果コード」 
右最下部の表のコード
が表示されます。 

「当初請求単数」「原審単数」「申立単数」「決定単数」「調整単数」「保険者負担額」 
当初請求単数は、実際に請求された単位数が表示されます。 
原審単数は、請求時に審査決定された単位数が表示されます。 
申立単数は、原審単数に対して申し立てた単位数が表示されます。 
決定単数は、申立単数に対し再審査決定後の単位数が表示されます。 
調整単数は、原審単数に対する決定単数の差が表示されます。 
保険者負担額は、調整単数×給付率となり支払報酬から調整される額が表示されます。 

「合計欄」 
上の表の合計が表示さ
れます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝送請求事前チェック機能の活用方法について  
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事事前前チチェェッックク機機能能のの活活用用方方法法  
 
 
①：データを送信したら必ず「送信結果」を確認してください 
 
データを送信したら、伝送通信ソフトの「送信箱」内「送信結果」の各ファイルを選

択し、送受信ボタンを押して「送信結果」を確認してください。なお、送信データは

下記【処理のながれ】のように、受付処理をした後に事前チェック処理を行います。

また、各処理は表示の時間帯（３０分間隔）で行いますので、事業所においては、デ

ータ送信後、受付確認及び事前チェックエラーの受信まで、最長で４０分程度かかり

ます。（例；8：01送信→8：30受付→8：40事前チェック結果の配信）  
 
 
 

【処理のながれ】 
 

事業所 データ送信 毎月１日 0：00 から受付締切日の 23：30 までに送信してください 
↓ 

連合会 受   付   8 ：0 0 から 2 3 ：3 0 ま で３ ０分 間 隔 で受 付 処 理が 実 行（8 ：0 0 、8 ：3 0 ・ ・ ・ ・ ・ ・2 3 ：3 0 ） 
↓  

連合会 事前チェック 8：10 から 23：40 まで３０分間隔で事前チェック処理が実行（8：10、8：40・ ・・・・ ・・・2 3：40） 
↓ 

事業所 受付確認及び事前チェックエラー受信  
 
 
※23：30以降に送信された場合は、翌朝 8：00の受付処理になります。ただし、受付
締切日（原則、毎月１０日）に関しては、23：30以降のデータ送信は受付自体を行い
ませんので、時間厳守でお願いいたします。  
 
 
 
【伝送通信ソフトの送信結果画面】  

 
 
 
 
 
 



―74― 

前ページの送信結果画面【状態】【到達】【受付】状況説明  
 
【状態】正常終了【到達】○【受付】○（画面では送信ファイル名 KY000309.csv）  
受付が正常で、事前チェックエラーが存在しない状態です。  

【状態】下枠参照【到達】○【受付】△（画面では送信ファイル名 KY000310.csv）  
受付は正常に行われていますが、データの中に事前チェックでエラーになった情

報が含まれています。対応方法は、②：【状態】に「下枠参照」が表示されたら 
をご覧ください。  

【状態】エラー【到達】○【受付】×（画面では送信ファイル名 KY000311.csv）  
外部インターフェイスエラー（※）が発生し、データ受付が行われていません。

データの再作成・再送信が必要です。データの取消は必要ありません。  
   ※外部インターフェイスエラー  
     コントロールレコードの処理対象年月が不正  
     ファイル名が規約に沿っていない  
     伝送整理番号中の事業所番号が存在しない 等  
【状態】エラー【到達】× （画面では送信ファイル名 KY000312.csv）  
送信すべきファイルの種類ではない等の理由で全くデータを取り込めなかった状

態です。データの再作成・再送信が必要です。データの取消は必要ありません。  
【状態】待ち【到達】○ （画面では送信ファイル名 KY000401.csv） 

事前チェックを待っている状態です。暫くして、もう一度「送受信」ボタンを押

してください。上記の【処理のながれ】を参考にしてください。  
【状態】待ち （画面では最下段の送信ファイル名 KY000312.csv  ）  
  データを送信した直後の状態です。暫くして、もう一度「送受信」ボタンを押し

てください。上記の【処理のながれ】を参考にしてください。  
 
 
②：【状態】に「下枠参照」が表示されたら 
  請求されたデータの中に事前チェックエラーがある場合、「送信結果」の状態に

「下枠参照」が表示されます。  
 
   【下枠参照の場合の表示例】 
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事前チェック情報（事前チェックを実施した状況） 

フ ァ イ ル 名：送信したファイルの名前 

様    式：給付＝給付管理票、請求＝請求明細書 

明 細 件 数：請求明細書、給付管理票等の件数 

レコード件数：データの行数 

 

エラー情報（事前チェックでエラーとなったデータの詳細情報） 

フ ァ イ ル 名：エラーデータが含まれるファイルの名前  
様 式：様式の種類  
提 供 年 月：サービス提供年月、または給付管理対象年月  
サービス種類：サービス種類コード（限定できない場合は「－」）  
保 険 者 番 号：利用者の証記載保険者番号  
被保険者番号：利用者の被保険者番号  
項 目 名：エラーとなった項目の名前  
 値  ：上記項目に入力されていた値  
エ ラ ー 内 容：一次チェックでエラーとなった事由  
 
【状態】が「正常終了」「下枠参照」となったデータは事前チェックエラーの有無

に関わらず、国保連の審査支払システムに登録されます。  
下枠に表示されたエラー情報は、事前チェックした結果、送信ファイルの中にエラ

ー項目があったことを表しています。このエラーについて何も対処しなければ、デー

タは審査支払システムに登録され、エラー項目のある請求明細書・給付管理票は「返

戻」扱いになります。（ファイル全てが返戻になるわけではありません）  
エラー情報のあるファイルについての取扱手順を示します。  

 
①エラーが含まれているファイルの取消電文を作成し、送信する。 

作成方法については、参考①：取消電文についてをご覧ください。 
 
 
②送信結果が「取消完了」になっていることを確認する。 

確認方法については、参考①：取消電文についてをご覧ください。 
送信から確認まで４０分程かかる場合があります。 

 
 
③事前チェックエラーのデータを修正したファイルを作成し送信する。 

下枠に表示されたエラー情報のエラー内容を参考にしてデータを作

成し直し、連合会にファイルを送信してください。エラー内容の意

味がわからなければ、お問合せください。（参考②：事前チェック

エラーコードもご覧ください。） 
 
 
④送信結果が「正常終了」になっていることを確認する。 
 
エラーへの対応をする・しないについては任意ですが、対処しないのは、返戻を減

少させるという事前チェックの目的に沿いませんので、事業所におかれましては、出

来る限り、エラーを修正したファイルを作成され再送信していただくようお願いしま

す。  
再作成にあたっては、エラーになったデータだけを作り直すのではなく、エラー情

報が含まれたファイル全体を作り直してください。  
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また、再作成ファイルの送信の前には、エラーが含まれたファイルの取消を必ず行

ってください。行わない場合、重複エラーが発生します。  
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参考①：取消電文について 
 
【作成方法】  

 
 
「送信結果」フォルダ内の取り消したいファイルを選択し、青く反転している状態で

右クリックすると画面の状態になります。ここで「送信データ取消」をクリックして

ください。  
 
その後、「送信待ち」フォルダをクリックすると「取消電文」（送信ファイル名）が

作成されますので、「送受信」ボタンを押して送信してください。  
 
※取消電文については、エラー情報の含まれたデータだけでなく、「正常終了」のデ

ータについても、作成、送信が可能です。また、毎月１日から受付締切日の 23：30ま
でなら、何度でも行うことが可能です。  
 
 
【確認方法】 

 
 
「取消電文」送信して、暫くして、「送信結果」フォルダをクリックし「送受信」ボ

タンを押してください。  
上図のように取り消したいファイルの下に、【送信ファイル名】上記電文取消【状

態】取消完了【受付】○ と表示されれば取消処理が正常に完了しています。 
 
 
 
 

※事前チェックは、Ｐ２６～のエラーコード一覧に掲載されている「事前チェック

適用有無」に○印が記入されているものが対象となります。  
事業所台帳や受給者台帳との突合による資格チェックエラーは対象としません。  



明細書様式

11 ：訪問介護 様式第二

12 ：訪問入浴介護 様式第二

13 ：訪問看護 様式第二

14 ：訪問リハビリテーション 様式第二

31 ：居宅療養管理指導 様式第二

15 ：通所介護 様式第二

16 ：通所リハビリテーション 様式第二

21 ：短期入所生活介護 様式第三

22 ：短期入所療養介護（介護老人保健施設） 様式第四

23 ：短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 様式第五

33 ：特定施設入居者生活介護 様式六の三

17 ：福祉用具貸与 様式第二

居宅介護支援 43 ：居宅介護支援 様式第七

51 ：介護福祉施設サービス 様式第八

52 ：介護保健施設サービス 様式第九

53 ：介護療養施設サービス 様式第十

特定入所者介護サービス 59 ：特定介護サービス等

71 ：夜間対応型訪問介護 様式第二

72 ：認知症対応型通所介護 様式第二

73 ：小規模多機能型居宅介護 様式第二

32 ：認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 様式第六

38 ：認知症対応型共同生活介護（短期利用） 様式第六の五

36 ：地域密着型特定施設入居者生活介護 様式六の三

54 ：地域密着型介護福祉施設サービス 様式第八

61 ：介護予防訪問介護 様式第二の二

62 ：介護予防訪問入浴介護 様式第二の二

63 ：介護予防訪問看護 様式第二の二

64 ：介護予防訪問リハビリテーション 様式第二の二

34 ：介護予防居宅療養管理指導 様式第二の二

65 ：介護予防通所介護 様式第二の二

66 ：介護予防通所リハビリテーション 様式第二の二

24 ：介護予防短期入所生活介護 様式第三の二

25 ：介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 様式第四の二

26 ：介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 様式第五の二

35 ：介護予防特定施設入居者生活介護 様式第六の四

67 ：介護予防福祉用具貸与 様式第二の二

介護予防支援 46 ：介護予防支援 様式第七の二

74 ：介護予防認知症対応型通所介護 様式第二の二

75 ：介護予防小規模多機能型居宅介護 様式第二の二

37 ：介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 様式第六の二

39 ：介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 様式第六の六

介護保険サービス種類表

介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

区分 サービス種類

介
護
給
付

予
防
給
付

居宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス
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